
【お申し込み・お問い合わせ先】
（公財）介護労働安定センター 大阪支部

〒540-0033 大阪市中央区石町2-5-3 労働センター(エルおおさか)南館12階
ＴＥＬ：06-4791-4165 ＦＡＸ：06-4791-4166

E-mail:osaka＠kaigo-center.or.jp

介護事業所における雇用管理、職員の健康管理、人材育成に関する情報提供、相談援助
などに対して 雇用管理やメンタルヘルス、人材育成のコンサルタント（社会保険労務
士、中小企業診断士、シニア産業カウンセラー、キャリアコンサルタントなど）が対応
します。

令和６年度改正！
処遇改善関係の新加算に
関する相談や算定に必要
な書類を整備したい。

処遇改善加算 雇用

必要性は理解しているが、
なかなか一歩を踏み出せ
ない。職員の負担軽減に
よる雇用環境の改善、定
着促進に繋げたい。

ＩＣＴ化推進 雇用

労働契約や労働条件(4月か
ら明示ルールが変わりま
す)、登録ヘルパー等の移
動時間の扱いや36協定とは。
ハラスメント関連の相談。

労務管理 雇用

実地指導に耐えられる就
業規則か点検してほしい。
法改正に対応した就業規
則か見直したい。

就業規則 雇用

人材定着・育成の方法。
職員も納得する人事管理
制度になるよう見直した
い。

人事管理制度 雇用

介護人材育成のための
効果的な研修の進め方
や職員の質の向上と定
着化を図りたい。

研修計画 育成

職員一人ひとりの目標
達成のためにはどうし
たらよいか。組織人と
しての仕事の進め方と
は。

キャリア形成 育成

新任の管理職にリー
ダーシップを身につけ
てほしい。管理者とし
ての心構えについて。

リーダーシップ 育成

処遇改善加算のために
キャリアパスをつくり
たい。また、つくった
キャリアパスを運用す
るには。

キャリアパス 雇用
育成

助成金を活用できるの
は、どんな時なのか。
職員の育成に利用でき
る助成金等を知りたい。

助成金 雇用
育成

「職業病」とも言われ
ている、腰や首などの
痛みを防ぐためにはど
うしたらよいか。

腰痛予防 健康

ウイルスなど、利用者や
職員間の感染を予防する
方法を知りたい。感染症
対策を徹底したい。

感染症予防 健康

職員のストレスを緩和
し、安心して仕事に打
ち込んでもらうにはど
うしたらよいか。

ストレス対策 健康

セルフケア/ラインケ
アなどストレスの気づ
きと対処。アンガーマ
ネジメント! 怒りのコ
ントロールとは。

メンタルヘルス 健康

育児・介護休業制度と
は! 職員が休職や復職
する際、どのような点
に注意したらよいか。

休職・復職 雇用
健康

相談可能時間事業項目

１事業所 年間６時間まで雇用管理改善

１事業所 年間３回まで人材育成(教育・研修)

１事業所 年間４時間まで健康確保

上記項目以外でも
お気軽にご相談ください

上記項目以外でも
お気軽にご相談ください

check!

ご希望の場合は、裏面用紙をご記入の上、FAXでお申込みください。電話や、メールでのお問合せもお気軽にどうぞ。

令和６年度介護労働者雇用改善援助事業等交付金事業

気になることは、
お気軽に

ご相談ください。

介護事業者様が抱える悩み解消のお手伝いをします！

オンラインでも
実施できます。

大阪支部LINE 大阪支部HP



担
当
者

事業所名

〒

所在地

－ －FAX番号－ －電話番号

メール
アドレス昭和/平成/令和 年 月 日

事業所
開設日

ご相談内容 〔 雇用管理関係 ・ メンタルヘルス関係 ・ 教育研修関係 〕 ←当てはまるものに○

ご相談

内容

□ オンライン相談 （CiscoWebex もしくは ZOOM） □ 貴施設・事業所※

□ 介護労働安定センター大阪支部相談室 □ その他※ （ ）

※【注】感染症対策を講じた環境が必要になります。

ご相談

希望場所

【留意事項】 ❶希望時期は、お申込み日から約１か月以降の日程を目安としてください。
❷個別相談は１～２時間程度が目安となります（詳しくはお問合せください）。
❸ご希望は考慮しますが、日時等はご相談の上、調整させていただきます。

◎ 年 月 日頃 （ 時 ～ 時頃 ） 希望

ご相談

希望日時

現在、施設・事業所で「Zoom」等のweb会議ツールを活用していますか。

□ はい （使用ツール： ） □ いいえ □ 今後活用予定
ご質問

備考担当専門家個別相談日時〔決定〕

月 日（ ）

： ～ ：

〔場所〕

介護労働安定センター大阪支部行き

ＦＡＸ番号
０６－４７９１－４１６６

【ご案内令和６年度】 公益財団法人 介護労働安定センター大阪支部

【センター】
（様式第６号）

＜＜＜ 介護センター記入欄 ＞＞＞

本相談申込書に記載された内容については、当センターの個人情報管理規程に従い厳重に管理し、介護人材育成コンサルタント・雇用管理コンサルント等
による相談、支部職員による日程調整、内容確認、各種講習会のご案内及び事業活動に関する情報提供のみに使用し、上記以外の目的で使用いたしません。

申込日： 年 月 日

雇用管理コンサルタント等／介護人材育成コンサルタント

個 別 相 談 申 込 （受 付） 票

支部受付印

相談者署名担当専門家個別相談日時〔実施〕

年 月 日（ ） ： ～ ：

以下のとおり相談を受けたことを確認しました。

最寄り駅まで徒歩10分以上の場合は、送迎をお願いします。

役職：

2403OSK

（事業所番号： )



【 お申込み 】
　◆ 裏面の申込書に記入の上、実施希望日の２ヶ月前までにFAXにてお申込みください。

　◆ 参加者は、１０名程度でご利用ください。

　　（ご希望の時間帯がある場合は、別途ご相談ください。）

【 研修内容等 】
　◆ 上記のテーマで、講師の用意した資料に沿った内容ですすめます。
　◆ １回１テーマにつき、原則1.5～２時間です。
　◆ 最寄駅まで徒歩10分以上の場合は、送迎をお願いいたします。
【 講師派遣の利用回数限度について】

　　　※上記以外のテーマでの出張研修は、有料で承ります。ぜひご相談ください。

【 お申込み・お問い合わせ 】 
 公益財団法人 介護労働安定センター 大阪支部

  TEL 06-4791-4165 FAX 06-4791-4166

 ※地域での、事業者連絡会など、介護事業所の方々が集まっての講師派遣も相談に応じます。

　●原則１事業所・法人のご利用は年度2回まで（別紙「専門家による無料相談のご案内」の回数を含む）となります。
　●国の事業のため、２年間連続してのご利用の場合、新規事業所優先のためお断りさせていただくことがあります。

  〒540-0033 大阪市中央区石町2-5-3 労働センター 南館12F

　　（お申込みは先着順となります。年度初めなど申込多数の場合、折り返しの連絡にお時間を頂くことがあります。）

　◆ 開催は、原則、平日９:００～１７:００の時間帯となります。

　◆ 実施するにあたり、専門家との事前打合を大阪支部（相談室）またはオンラインにて行います。【１時間程度】
　◆ 国の事業のため料金は無料です。ただし、受講者全員に簡単なアンケートのご回答をお願いしております。

大阪支部LINE

職場環境を良くするための

講師派遣

令和６年度 介護労働者雇用改善援助事業等 交付金事業

メンタルヘルス。（セルフケア・ラインケア・アンガーマネジメント）
ストレスの内容と原因、対策。ストレスへの気づきやその軽減策を学びます。

介護職の悩みである腰痛。予防のための心得、対策を学びます。

主に管理監督者向けとなります。
労働時間管理、情報管理他、働き方改革関連法などに関しての講話を実施します。

公益財団法人 介護労働安定センター 大阪支部

オンラインでも
実施できます。

大阪支部HP



◆下記に必要事項を記載の上、FAX送信をお願いします。 申込日:　　　　年　　　月　　　日

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ ( )

TEL　　　（　　　　　） FAX　　　（　　　　　）
 無料　個別相談 （　　　　　　）年度　（　　　　　）月頃
 無料　セミナー （　　　　　　）年度　（　　　　　）月頃

 腰痛の予防と対策

 リーダーの役割と心構え ※要相談

（　　　）事業所
（　　　）名

名称 【 】
所在地 【 （最寄駅:　　　　　　）】
①CiscoWebex （　　）　②ZOOM （　　　）　※①②いずれかを選択

※【注】最寄駅より10分以上の場合は送迎をお願いします

＜設備確認＞ その他

ｾﾝﾀｰ担当者 担当専門家

事業所外

事前打合せ日時〔決定〕

　　　年　　　月　　　日（　　）　　　　:　　　～　　　:　　

備考欄

※事業所内、外に関わらず、会場地図を添付してください。②ZOOMでの実施は利用に一部制限があります。事前にお問合せください。

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ・ｽｸﾘｰﾝ 有　・　無
事業所で
用意して頂く物

ﾊﾟｿｺﾝ 有　・　無
ﾏｲｸ 有　・　無

受講
予定者数

事 業 内 容
(該当に○印、複数可)

　・訪問介護　・デイサービス　・特別養護老人ホーム　・介護老人保健施設

令和６年度 「 講 師 派 遣 」申 込 書

貴事業所名 および
法人（団体）名 ※事業者連絡会等の場合は会名も記載願います（　　　　　　　　　　　　）

　・グループホーム　・小規模多機能　・その他（　　　　　　　　　　）

＜職種・経験年数・年齢構成等＞

事前打合せ
(開催のおよそ一か月前)

 ストレスマネジメント（ セルフケア ・ ラインケア ）←当てはまるものに〇

過去の利用歴

　　　年　　　月　　　日（　　）　　　　:　　　～　　　:
場所:

所在地
〒

担当者
（役職）

＜往訪時の送迎の待ち合わせについて＞

氏　名
(役職　　　　　　)

連絡先

実施会場また
はオンライン
（いずれかに○）

事業所内

オンライン

希望テーマ
希望に○印

(1回1テーマです)
 雇用管理に関してのテーマ( 働き方改革関連法 、報酬(加算) 、就業規則等)

開催希望日時

いずれか

【ご案内令和６年度】　　　　　　　公益財団法人 介護労働安定センター大阪支部　TEL:06-4791-4165

賛助会員入会状況（該当に○印） 会　員　　・　　非会員　　・　　入会検討中

集団講話日時〔決定〕 相談者署名

事前打合せについては、開催日時を鑑み、こちらよりご連絡させていただきます。

　　　年　　　月 　・上旬 　・中旬 　・下旬 　〔1.5時間・2時間〕

　　　年　　　月　　 日（　　）:　　　時　　分より〔1.5時間・2時間〕

備考:
　※事前打合せ場所は原則大阪支部相談室（エル・おおさか　南館12階）です

介護労働安定センター大阪支部行き

FAX ０６－４７９１－４１６６

本相談申込書に記載された内容については、当センターの個人情報管理規程に従い厳重に管理し、介護人材育成コンサルタント・雇用管理コンサルント等

による相談、支部職員による日程調整、内容確認、各種講習会のご案内及び事業活動に関する情報提供のみに使用し、上記以外の目的で使用いたしません。

支部受付印

以下のとおり相談を受けたことを確認しました。

2403OSK



雇用を維持したい

テレワークを
導入・推進したい

育児・介護制度を
整備したい

人材を確保したい

長時間労働を
縮減したい

中小企業の経営者・事業主のみなさまの「こんなお悩み」の
解決に向け、大阪府が一緒に考え、支援しています。

大阪府 労働環境改善事業

有給休暇の取得を
促進したい

≪概要≫

大阪府では、人材確保、育児・介護等の制度整備、業務効率化など、中小企
業の様々なお悩みをお伺いし、それぞれに応じた改善案を提案するととも
に、その取組みの伴走支援を行っています。

Step1 中小企業から大阪府へ申込み

Step2 府職員が企業から悩みをお伺いし、課題を整理（※）

Step３ 関係機関と連携し、改善案をご提案

Step４ 改善案の具体化に向けて伴走支援

悩みを解決し
企業の更なる
魅力向上へ

（※）直接訪問のほか、お電話やテレビ
会議システムを使ったWEB方式が
ご選択いただけます。
ご希望の方法をお選びください。

≪お申込み・お問い合わせ先≫

大阪府商工労働部雇用推進室労働環境課労働環境推進グループ

🔍検索労働環境改善事業

●TEL：０６－６９４６－２６０５
月～金曜9:00～１２：１５、１３：００～18:00
（土・日・祝日及び年末年始を除く）
●FAX：０６－６９４６－２６３５















大阪府 福祉部 地域福祉推進室 地域福祉課
〒540-0008 大阪市中央区大手前３丁目２-１２
TEL：06-6944-9167 FAX：06-6944-6681

大阪府ホームページ：https://www.pref.osaka.lg.jp/chiikifukushi/daisansha/index.html

「第三者評価」受審の3つのメリット！

施設・事業所の
成長につながる！

▸事業者が提供しているサービスの質について改善点が明らかになります。

▸改善点が明らかになるため、サービスの質の向上に向けて具体的な目標が設定できます。

▸第三者評価を受ける過程で、職員間での諸課題の共有化と改善意欲の醸成が促進されます。

利用者等に
アピールできる！

▸評価結果を公表することにより、より多くの方々に事業所をＰＲできます。

▸サービスの質の向上に向けて、職員が一丸となって取り組んでいる姿勢をアピールできま

す。

▸さらに、継続受審することにより、改善意欲の高さと、施設・事業所及び職員の成長を

知ってもらうことができます。

求職者に
アピールできる！

▸公表された評価結果により、求職者に対して「当該施設・事業所の理念・基本方針」や

「利用者に対する考え方」「福祉人材の確保・育成計画」「人事管理の体制整備」等を周

知・PRすることができます。

▸施設・事業所の見える化につながり、安定的な人材確保を促します。

受審事業者の声

＊第三者評価を受審し、評価結果を公表することにより、社会福祉法人が経営する社会福祉施設の措置費の弾力運用が可能

になる場合があります。ご不明な点については、法人所轄庁（大阪府、政令指定市及び中核市の法人所管課）にお問合せ

ください。

＊第三者評価の受審の際に、児童福祉分野では、次のサービス種別で補助金などの金銭的補助を受けることができます。

ご不明な点等については、各市町村の保育所・放課後児童健全育成事業の所管課にお問合せください。

・保育所（公定価格の加算として受審料の２分の1程度補助（上限15万円・5年に１回））

・放課後児童健全育成事業（子ども・子育て支援交付金による受審料の満額補助（上限30万円・３年に1回））

＊また、障がい福祉分野においては、令和３年度障がい福祉サービス等報酬改定において、就労継続支援A型の基本報酬

算定方法にスコア方式が導入され、そのスコア評価の一つとして「前年度末日から過去3年以内の第三者評価の受審状

況」が盛り込まれています。ご不明な点等については、各指定・指導権者にお問合せください。

～『信頼され、選ばれる事業所』をめざして～
■福祉サービス第三者評価って何？

☞福祉サービスを提供する施設・事業所のサービスの質について、公正・中立な第三者評価機関（大阪府認証）が専門的・客観的な

立場から評価を行う取組みです。

☞評価結果は、大阪府ホームページ等で公表され、利用者及びその家族等が施設・事業所を選択する際の情報資源となります。

■施設全体としての人員確保やPCネットワークの構築、各種支援マニュアルの整備、事業計画

の策定等については、ご指摘頂いた内容を各職員間で共有し、PDCAサイクルの継続実施につ

なげていければと思います。ありがとうございました。 【多機能型事業所】

■当園の特色や保育方針、当法人の運営理念などを評価調査員の方がとてもよく理解して下

さって丁寧に評価して頂きました。 【保育所】

■自己評価を通して、サービス内容の振り返りができ、また、評価機関の方から、多くのご意

見を頂戴でき、今後のサービスの向上に大変役立ちました。 【児童発達支援センター】

■自分たちが考えたサービスについての妥当性の検証ができた点、職員間で第三者評価につい

ての知識が深まる点、実際に担当する職員のレベルアップにつながっている点を感謝したいと

思っています。 【特別養護老人ホーム】



認証
番号

評価機関名 所在地 連絡先
評価実施分野

高齢 障がい ◎児童

270003
※

特定非営利活動法人

ふくてっく 大阪市阿倍野区 06-6652-6287 ● ● ●

270006 特定非営利活動法人

カロア 泉佐野市 072-464-3340 ● ● ●

270012
※

特定非営利活動法人

ニッポン・アクティブライフ・クラブ 大阪市中央区 06-6941-5220 ● ● ●

270025 株式会社

第三者評価 大阪市東淀川区 06-6195-6313 ●

270033
※

株式会社

H.R.コーポレーション 兵庫県西宮市 0798-70-0651 ● ● ●

270040
※

特定非営利活動法人

NPOかんなびの丘 堺市北区 072-255-6336 ● ●

270042
※

一般財団法人

大阪保育運動センター 大阪市中央区 06-6763-4381 ●

270048
※

特定非営利活動法人

エイジコンサーン・ジャパン 大阪市住之江区 06-6615-1250 ● ● ●

270049 特定非営利活動法人

評価機関あんしん 岸和田市 072-444-8080 ● ● ●

270050 一般社団法人

障がい・介護福祉事業支援
協会

大阪狭山市 072-121-8610 ● ●

270051 特定非営利活動法人

ほっと 堺市堺区 072-228-3011 ● ● ●

270052
※

一般社団法人

ぱ・まる 堺市堺区 072-227-4567 ● ● ●

270054 株式会社

ジャパン・マーケティング・エージェ
ンシー

大阪市中央区 06-6263-0141 ● ● ●

270056 一般社団法人

関西福祉サポート社中 大阪市淀川区 06-7777-1037 ● ● ●

270057 株式会社

ＥＭアップ 兵庫県西宮市 0798-65-3935 ●

270058 株式会社

評価基準研究所 東京都千代田区 03-3251-4150 ●

270059 株式会社

JAC機構 堺市西区 072-249-7882 ●

◆大阪府の認証評価機関一覧◆
（令和５年５月17日現在17機関）

※全国社会福祉協議会による全国共通の社会的養護関係施設等（児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設、児童自立支援施設、
母子生活支援施設、ファミリーホーム及び自立援助ホーム）第三者評価機関認証を受けている機関 (１７機関中7機関)

担当：大阪府 福祉部 地域福祉推進室 地域福祉課 調整グループ
TEL（代表）06-6941-0351(内線2491)、（直通）06-6944-9167

URL:https://www.pref.osaka.lg.jp/chiikifukushi/daisansha/index.html

◎児童福祉分野については、保育所・児童館・放課後児童健全育成事業が対象。
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視覚と聴覚の障がいの重複した状態を盲ろうといい、こうした障がいのある方を盲ろう者（児）といいます。

全盲ろう（ほとんど見えない、ほとんど聞こえない）、弱視ろう（少し見えるが、ほとんど聞こえない）、盲難聴（ほとんど見えず、少し聞こえる）、弱視難聴（少し見
えて、少し聞こえる）

コミュニケーションをする際には障がいの状態をよく確認し、どのような方法で対応できるかを十分把握することが重要です。

■聴覚障がいから視覚障がいをともなった盲ろう者の方・・・触手話、弱視手話（接近手話）、指文字、筆談 など

■視覚障がいから聴覚障がいをともなった盲ろう者の方・・・指点字、ブリスタ、耳元で聞き取りやすい声で復唱する など

■対象者 大阪府内に居住する、身体障がい者手帳の1級又は2級の盲ろう者

■派遣対象 次の（１）から（３）のいずれにも該当しない場合に通訳・介助者を派遣します。

（１）通勤、就業その他の反復継続的な活動に係るものである場合又は別の手段により通訳・介助を受けることができる場合。ただし、一部対象外。

（２）通訳・介助者自らが車両又は自転車を運転して介助する場合

（３）公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする場合

■利用料 派遣に要する費用は無料です。ただし、派遣を受けておこなおうとする活動に関して発生する通訳・介助者の交通費、入場料、その他の費用については、

利用者の負担となります。

■利用申込 原則として派遣を希望する１０日前までに通訳・介助派遣を申請してください。あらかじめ利用登録が必要です。

■介護サービスを利用する場合にも本事業による通訳の支援が可能です

令和２年９月23 日付 厚生労働省事務連絡（抜粋）

盲ろう者が介護サービスを利用する場合には、介護の提供に当たり、触手話や指点字等、専門性の高い特別なコミュニケーション技術が必要となることから、障害者

総合支援法による「盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業」を活用し、当該事業所の従業者以外の支援者（以下、単に「支援者」という。）が介護サービス利用中に付

き添い、コミュニケーション支援を行うことは差し支えない

■お問合せ窓口 社会福祉法人 大阪障害者自立支援協会（盲ろう者等社会参加支援センター）TEL：06‐6748‐0588

盲ろう、盲ろう者通訳・介助者派遣事業について

盲ろうとは

コミュニケーションの方法

盲ろう者通訳・介助者派遣事業



１）災害時情報共有システムとは

災害発生時に、介護施設・事業所等（以下、「介護施設等」という）の被災状況を介
護施設等と自治体、国（厚生労働省）の間で情報共有するためのシステムです。国を通
じて被災状況の報告を求められた際に、介護施設等のパソコンやスタッフのスマート
フォンを使って、介護施設等の被害状況を的確に、簡単に知らせることができます。
自治体・国では、介護施設等から報告された被災状況を速やかに確認・把握した上

で、必要な支援につないでいくことができます。

「災害時情報共有システム」概要と利用方法

高齢者福祉施設
など

③介護サービス情報
公表システムにログ
インし、被災状況を
登録します

①都道府県（政令
市）へ被災状況の
報告を要請

②自治体から介護施設
等あてに　被災状況
の報告を依頼

３）システムの特徴

２）災害時の利用の流れ

災害発生！

～はじまります!～

１．災害発生後、災害の規模などから必要に応じ、国(厚生労働省)が被災状況の報告を求めます。
国は自治体を通じ、介護施設等の皆さまへ報告を依頼しますが、その際、介護サービス情報公表
システムにアクセスし、被災情報の報告を行っていただきます。

※送信いただいた情報は、自治体、国（厚生労働省）でも即座に状況が確認できます。

２．被災状況報告は、複数回登録が可能です。状況変化に応じて、報告内容を随時更新できます。

介護施設・事業所向け

本件についてのお問合せは、大阪府福祉部高齢介護室介護事業者課居宅Ｇまで（☎０６－６９４４－７０９５）

【このシステムでは】

④被害の変化に応じて、
一度報告した内容を手
軽に何度でも更新でき
ます！

・介護施設等の皆さんはスマートフォンや
パソコンで簡単に報告できます

・被災状況が的確に自治体に伝わります
・自治体では集計、報告等の負担が軽減さ
れます

３９
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